
新型コロナウイルス感染症対策について

県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

○社会活動の制限を最小限にしつつ，感染症のまん延を最大
限防止するための公衆衛生対策について，科学的見地から
助言
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県新型コロナウイルス感染症対策協議会
（委員長：岡部 信彦）

〇県内で発生・拡大した場合に備え，県内の医療体制を
維持しつつ，感染症患者に対し，必要な医療が提供さ
れるよう，外来診療体制や入院医療提供体制などにつ
いて協議

【委員】
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【医療対策】【公衆衛生対策】

県内における集団感染に備え，医療体制を整備するとともに，対応が長期に及ぶことから，社会活動
自粛のあり方について検討が必要。

◆県内での感染の広がりにあわせ，協議会・専門家会議での協議・助言を基に，必要な対策を講じると
ともに，県民への情報発信を行っていく。
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